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市民活動団体支援金交付制度

29年度に支援を希望する
　「市民活動団体支援金交付制度（１％支援制度）」は、福祉、環境、文化、スポーツな
どの分野で、ボランティア団体やNPO法人が行う市民活動を応援する制度です。地
域で地道に活動を続けている団体にとっては、自分たちがどんな活動をしているかを
ＰＲし、市民の皆さんに応援してもらえるチャンスです。29年度に支援を希望する団
体の募集期間は１月30日㈪～２月22日㈬です。
※この制度は３月の第１回定例市議会で予算案が審議され、その可決をもって実施されます。
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　支援したい団体を選び、市に届け出をする選択届け出は、個人市民税を納めていなくても、
18歳以上の市民であれば、どなたでもできるようになります。

※届け出をした人が支援金を新たに負担するものではありません。

　１人当たりが支援できる金額は「市全体の個人市民税の１％相当額を18歳
以上の市民人口で割り返した金額を基に市が定めた金額（当該前年５月末時
点）」となります。29年度は「750円まで」です。

　次の要件を満たしている団体が対象です。
①市内に事務所があり、市内で活動している
②会則・規約または定款などがある
③５人以上の正会員で構成されている
④申請書の提出時に、１事業年度（１年）以上
　継続的に活動している
⑤法令、条例などに違反する活動をしていない
⑥公序良俗に反する活動をしていない
⑦宗教的活動、政治的活動をしていない

※④については、要件を満たしていなくても、設立
の経緯や実績などを考慮して、対象となる場合が
あります。

　４月１日㈯から30年３月31日㈯までに行われる事業
で、次の要件を満たしている場合です。申請できる事業
は１年度につき１件です。
①市内で実施するもの
②福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成、その他

社会貢献に係る分野のもの
③営利を目的としていないもの
④市民を主たる対象としているもの
⑤団体の構成員のみを対象としていないもの
⑥支援を受けようとする年度に本市から別の補助金な

どの交付を受けていないこと

※①④⑤については、要件を満たしていなくても、制度の趣旨
に沿っていれば、対象となる場合があります。

　支援の対象となる経費は、講師など
の謝礼金、チラシ作製などの印刷代、
会場使用料など、申請した事業を実施
するために直接必要となるものです。
団体の維持や運営などに関する経費は
対象になりません。

●18歳以上の市民の皆さんが選択届け出可能に

●１人当たりが支援できる金額は一律に
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Q

29年度は制度の内容が大幅に変更されます

　支援したい団体の選択方法は、28年度と変わらず支援対象団体の中から３団体以
内か、すべての支援対象団体となります。
　支援したい団体が３団体以内の場合は、１人が支援できる金額750円の50％、
375円、30％の225円、20％の150円に分割し、それぞれの金額で１団体ずつ選べます。
　すべての支援対象団体を支援したい場合は、１人が支援できる金額750円を
支援対象団体数で割った金額が各団体を支援することになります。

○団体の選択方法と支援できる金額

支援を受けられるのは
どのような団体ですか？

支援を受けられるのは
どのような事業ですか？

支援を受けられるのは
どんな経費ですか？


